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長
期
滞
納
者
へ
の
措
置

国

保

事

業

届
出
は
忘
れ
ず
に

医
療
費
の
適
正
化
に

　
　
 
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

・
か
か
り
つ
け
の
医
者
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

・
健
康
診
断
を
受
け
、
早
期
発
見
・
早
期

治
療
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

・
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
や
適
度
な
運
動

に
心
が
け
、
生
活
習
慣
病
を
予
防
し
ま

し
ょ
う
。

　

保
険
税
を
長
期
間
滞
納
し
て
い
る
場
合
、

特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、次
の

と
お
り
の
措
置
と
な
り
ま
す
。

①
6
カ
月
以
上
納
め
な
い
場
合

　

有
効
期
限
の
短
い
保
険
証（
短
期
被
保

険
者
証
）が
交
付
さ
れ
ま
す
。

②
1
年
以
上
納
め
な
い
場
合

　

保
険
証
を
返
し
て
い
た
だ
き
、い
っ
た

ん
、全
額
自
己
負
担
と
な
る
資
格
証
明
書

が
交
付
さ
れ
ま
す
。（
納
税
相
談
な
ど
に
よ

り
分
納
誓
約
を
し
、履
行
し
た
方
は
除
か

れ
ま
す
）

　

な
お
、7
割
分
の
受
給
は
、後
日
市
に
申

請
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

特　

集

　

私
た
ち
は
、
い
つ
何
時
、
病
気
や
ケ
ガ

で
医
療
行
為
を
受
け
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
理
由
か
ら
、職
場
の
健
康
保
険（
社

会
保
険
・
船
員
保
険
な
ど
）
に
加
入
し
て

い
る
人
以
外
は
、
全
て
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
病
気

や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
に
支
払
う
医
療
費
や

薬
代
が
３
割
の
負
担
で
済
む
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。（
こ
れ
を
国
民
皆
保
険
制
度
と

い
い
ま
す
）

　

ま
た
、
加
入
者
が
出
産
す
る
場
合
は
、

　

万
円
の
出
産
育
児
一
時
金
、
亡
く
な
ら

３５れ
た
場
合
は
、
５
万
円
の
葬
祭
費
が
支
給

さ
れ
る
ほ
か
、
医
療
費
の
自
己
負
担
が
高

額
に
な
っ
た
場
合
は
、
高
額
療
養
費
と
し

て
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
金
額
が
支

給
さ
れ
る
な
ど
、
私
た
ち
が
安
心
し
て
健

康
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
制
度
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
国
保
制
度
を
支
え
て
い

る
貴
重
な
財
源
が
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が

納
め
る
保
険
税
で
す
。

石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石
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石
巻
市
国
民
健
康
保
険
制
度
の
概
要

私
た
ち
の
健
康
を
守
る
国
保
制
度
を
知
ろ
う

　

今
月
は
、
国
保
事
業
の
し
く
み
や
被
保
険
者
証
の
更
新
、
保
険
税
の
不
均
一
課
税

状
況
、
平
成　

年
４
月
の
変
更
点
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

２０

　

前
述
し
た
よ
う
に
、私
た
ち
は
切
れ
目

な
く
必
ず
何
か
の
保
険（
国
民
健
康
保
険
・

社
会
保
険
な
ど
）に
加
入
し
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

離
職
・
退
職
な
ど
に
よ
り
社
会
保
険
な

ど
を
喪
失
し
た
場
合
、ま
た
は
社
会
保
険

な
ど
に
加
入
し
た
場
合
に
は
、二
週
間
以

内
に
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
喪
失
の
手

続
き
を
自
分
で
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

仮
に
、手
続
き
を
し
な
か
っ
た
と
し
て

も
、加
入
す
る
場
合
、国
保
の
資
格
は
前
の

保
険
が
切
れ
た
と
き
ま
で
遡
及
し
ま
す
の

で
、届
け
出
は
速
や
か
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

（
例
え
ば
、２
年
前
に
社
会
保
険
を
喪
失
し

て
、そ
の
後
、す
ぐ
に
国
保
加
入
の
手
続
き

を
と
ら
な
か
っ
た
方
が
、今
加
入
の
手
続

き
を
し
て
も
、２
年
前
に
社
会
保
険
が
切

れ
た
と
き
か
ら
の
加
入
と
な
り
、保
険
税

も
２
年
間
分
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。）

石巻市国民健康保険の収支 
（平成19年度予算） 

32.3％ 

66.6％ 

「医療機関に支払う医療費の 
７（８）割など」 

保険税 

保　険 
給付費 

国庫支出金 

一般会計繰入金 基金繰入金 その他 

収　入 

100％ 

183億３千８百万円 183億３千８百万円 

支　出 

100％ 

183億３千８百万円 183億３千８百万円 

共同事業交付金 共同事業交付金 

療養給付費等 
交付金 

療養給付費等 
交付金 

26.7％ 

19.0％ 

15.4％ 

10.6％ 

介護納付金 介護納付金 

5.9％ 

10.5％ 

6.1％ 
0.9％ 4.5％ 

その他 
1.5％ 

共同事業 
拠出金 
共同事業 
拠出金 

老人保健 
拠出金 
老人保健 
拠出金 

　

超
高
齢
者
社
会
を
迎
え
、医
療
費
が

年
々
増
加
し
、国
保
が
負
担
す
る
医
療
費

も
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
こ
と
を
心
が
け
、医
療
費

の
適
正
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

・
重
複
受
診
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

保
険
税
の
減
免

　

事
業
の
倒
産
ま
た
は
世
帯
主
の
疾
病
な

ど
で
、今
年
の
所
得
が
前
年
よ
り
急
激
に

減
少
し
た
場
合
、国
民
健
康
保
険
税
の
減

免
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
に
は
、平
成　

年
1
月
か
ら　

月

19

12

ま
で
の
見
積
所
得
金
額
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、申
請
時
ま
で
に
得
た

所
得
と
申
請
後
の
見
積
所
得
が
わ
か
る
資
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保
険
証
の
更
新
時
期
で
す
。

特　

集

料
お
よ
び
印
か
ん
を
持
参
し
て
国
保
年
金

課
保
険
税
窓
口
、ま
た
は
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
国
保
税
担
当
窓
口
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、申
請
期
限
は
、納
期
限
の　

日
前

10

ま
で
で
す
。

①７０～７４歳の自己負担割合1割の方が2割に引き上げられ

　ます

　昨年１０月に現役並み所得者の負担割合が、２割から３割

に引き上げられましたが、今度は、これまで１割負担で

あった方の負担割合が２割となります。

②65歳以上の保険税の年金天引きが始まります

　国保加入者が６５歳以上の方のみの世帯において、保険税

の年金天引き（特別徴収）が始まります。

　なお、国保税は、世帯主課税ですので、世帯主からの天

引きとなります。

　※年金額が少ない人（年額１８万円未満）など一部除外さ

れます。

③７０～７４歳の自己負担限度額が引き上げられます

　７０～７４歳の自己負担限度額が次のように変わります。

　○外来（個人ごと）　　　    １２,０００円 →２４,６００円

　○外来+入院（世帯単位）　４４,４００円 →６２,１００円

　※非課税世帯を除く

④療養病床入院時の「食費・居住費」の負担対象年齢が７０

歳以上から６５歳以上に引き下げられます

⑤後期高齢者医療制度が始まります

　老人保健制度が廃止となり、７５歳以上の方と６５歳以上

で一定の障害のある方を対象とした新たな保険制度が創

設され ます。※広域連合○注 が運営主体（保険者）となり

ます。

　この制度は、国民健康保険や社会保険などとは、別保険

となるため、保険料の決定や給付は広域連合で行うことと

なります。

　○注 県内の全ての市町村が加入する地方自治体です。

　

毎
年
、　

月
1
日
を
基
準
日
に
、
保
険

10

証
が
更
新
さ
れ
ま
す
。
更
新
（
配
布
）
の

時
期
、
方
法
な
ど
は
次
の
と
お
り
と
な
り

ま
す
。

更
新
（
配
布
）
時
期

　

9
月　

日（
火
）か
ら
９
月
末

18

配
布
方
法

　

郵
便
局
の
ゆ
う
パ
ッ
ク
で
お
届
け
す
る

予
定
で
す
。

※
納
税
相
談
が
必
要
な
方
は
、
相
談
後
、

窓
口
交
付
と
な
り
ま
す
。

保
険
証
の
色

　

今
回
の
保
険
証
は
、
一
般
分
が
「
き
み

ど
り
色
」、
退
職
分
が
「
ク
リ
ー
ム
色
」

と
な
り
ま
す
。

旧
保
険
証
の
回
収

　

お
手
元
に
新
し
い
保
険
証
が
届
き
ま
し

た
ら
市
役
所
に
お
返
し
く
だ
さ
い
。（
お
近

く
の
各
支
所
ま
た
は
各
総
合
支
所
で
も
結

構
で
す
）

○学
 

の
保
険
証

　

学
生
の
方
で
、
４
月
以
降
在
学
証
明
書

（
ま
た
は
調
査
票
）
を
提
出
さ
れ
た
方
に

は
、
引
き
続
き
○学
 

の
保
険
証
を
交
付
し
ま

す
。

○遠
 

の
保
険
証

　

仕
事
の
都
合
な
ど
に
よ
り
、
ご
家
族
と

離
れ
て
生
活
し
て
、
○遠
 

の
保
険
証
を
ご
使

用
の
方
は
、
改
め
て
申
請
の
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

問　

国
保
年
金
課
（
内
線　

）・
各
総
合

633

支
所
市
民
生
活
課

　国の医療制度改革に伴い、平成20年4月から保険制度が
大きく変わります。詳細については今後パンフレットなど
で詳しくお知らせしますが、市報では、その概要をお知ら
せします。

65歳以上の方々の国保と老人保健が、
 平成20年4月から大きく変わります
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平成19年度国民健康保険税の税率
　国保税については、合併協定により、平成２３年度まで不均一課税となっていて、下記の金額は、平成１９年第２回臨
時議会において、承認された平成１９年度の国保税率です。

○課税限度額（医療分５６万円） ○課税限度額（介護分９万円）

牡鹿町北上町桃生町河南町雄勝町河北町石巻市旧市町名

９.００％６.７０％9.40％８.８０％9.50％9.50％10.30％所得割率

医　

療　

分

３６.００％３０.００％35.00％３６.００％36.00％33.00％36.00％資産割率

２８,２００円２２,２００円３０,０００円３０,０００円２８,８００円２８,８００円３０,６００円均等割額

３２,４００円２５,８００円３２,４００円３１,８００円３０,６００円３０,６００円３３,０００円平等割額

１.４０％所得割率

介　

護　

分

６.４０％資産割率

６,６００円均等割額

４,２００円平等割額

※平成１８年度に統一されました。


